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　クラスの女の子たちにいじめられていた小学生の頃です。「あんたなんかい
ない方がいい」「死ねば？」など、命を否定することまで言われ、毎日自殺する
方法を考えていました。 
　ある日のこと、あまりにも辛すぎて、「本当に死んじゃおう」と決心しまし
た。家の前に、私の身長より高い草木が茂っていて気味悪い広い土地がありま
した。私は、「もういやだ」と草を掻き分け泣きながら入って行きました。ぬか
るんでいて、すぐに靴はドロドロになり、カーディガンは草木の枝や種に引っ
張られ、ギョッとするような虫までいました。それでもこの中に入れば、もう
戻って来なくてすむと、私は本気で信じていたのです。 
　どれだけ歩いたでしょうか。突然、土の乾いた島のような小さな場所に出た
のです。私はドキドキしながら、そこに上がり寝そべってみました。大きな青
い空が広がっていました。やがて涙が乾いた時、その空が、笑っているように
見えたのです。まるで観音様の優しい微笑みのような……。体を起こすと、そ
ばで薄紫の花が咲いていました。「誰も見てくれないのに、こんなトコで頑
張って咲いちゃって……」と思ってから私は、はっとしました。でも空は見て
いてくれる。そして、太陽は花に光を当ててくれていた……。 
　弘法大師空海は、「太陽の光と仏の慈悲は、すべてのものに平等に注がれて
いる」とおっしゃいます。雑草のような花にも、光が注がれていたのです。そし
てこの私にも……。私は、あの空のように「笑おう」と思いました。そして、この
花たちのように頑張ってみよう……と。私は泣きながら来た道を戻りました。 
　翌日から私は、いじめられる度、笑おうとしました。これまでいじめられる
度、しかめっ面をして斜め下を向いていた私が笑うということは大変なこと
でした。 
　「バッカみたい」 
　と彼女たちは笑いました。でも、そのうち命を否定する言
葉だけは言わないでくれるようになったのです。 
　この世に死ねばいい人なんて一人もいません。皆、役割を
持って生まれた大切な人です。もし辛いことがあって、自分
自身や、自分のお役目を見失ってしまったら、自然のもとで
自分を見つめてみませんか？太陽の光と、自然のエネルギー
を全身に浴びながら自分を見つめてみると、もう一歩だけ前
へ踏み出す勇気が、きっと湧いてくると思います。 

代表役員の職務権限には２つあります（宗教法人法第１８条３項）。
　　①　１つは，対外的に法人を代表することです。
　　②　２つには，対内的に法人の事務を総理することです。　
　①については前回説明しました。今回は②について説明します。

　宗教法人の事務決定権は責任役員（会）にあります。代表役員は，責任役員（会）の決定したところに従って事務を執行することになります。
　代表役員の事務の執行と代表行為とは表裏一体のものです。宗教法人の事務のうち対外的関係を伴うものが代表権ですから，対外
的事務の執行の範囲は代表権と全く同じに考えればよいでしょう。対内的事務の執行は，献花献香・清掃等の事実行為です。これらの
事実行為は代表役員が自ら行うほか、従業員等に行わせることが可能です。しかし、その責任はすべて代表役員にあります。
　宗教法人法に定められている代表役員が執行する事務の主なものは以下のとおりです。
　　①　規則の変更・合併・任意解散の認証申請
　　②　財産処分等及びその公告
　　③　公益事業その他の事業の実施
　　④　財産目録等の作成及び備え付け
　　⑤　各種登記の申請
　　⑥　登記の届出
　　⑦　清算人の就任
　　⑧　破産宣告の申請
　なお，代表役員は責任役員会の招集権をもっているのかどうかについては，宗教法人法に規定がありません。しかし，宗教法人法に
規定がなくても，寺院規則に規定されていればもちろん，規定されていなくても，代表役員は通常事務総理権の一環として招集権をも
つと考えてよいでしょう。このことは重要なことですから，寺院規則に明記することが望まれます。

　代表役員が対外的に代表したり，対内的に事務を処理するにあたっては，つぎのことに注意をしなければなりません。即ち代表役員
は常に法令や寺院規則・宗制などに従い，これに違反しない範囲で宗教上の規律や慣習を充分考慮に入れなければなりません（宗教
法人法第１８条５項及び６項）。
　また，代表役員は善良な管理者の注意をもって職務権限を行う義務を負います（民法第６４４条）。「善良な管理者の注意」とは，民事
上の過失責任の前提となる注意義務の程度を示す概念で，宗教法人の代表役員たる地位から考えて，通常要求される程度の注意のこ
とをいい，「善管注意」とか「善管注意義務」といわれています。
 

○宗教法人に対する責任　―　委任契約上の責任
　代表役員と宗教法人の法律関係は，責任役員と同じく委任という契約関係です。従って，委任契約上の「善良な管理者の注意」をもって
処理をするという義務が生じます。これに違背したり，これを怠ると債務不履行として宗教法人に対して損害賠償義務が生じます（民法
第４１５条）。代表役員が不適切な処理をしたために損害が宗教法人に生じたとき，その事項に賛成の議決をした責任役員も，善良な管
理者の注意義務を尽くさなかったとして，その宗教法人に対して債務不履行の責任を負います（民法第７１９条）。
○第三者に対する責任　―　不法行為責任
　代表役員が職務を行うにつき，第三者に損害を加えたときは，宗教法人がその第三者に損害を賠償する責任を負いますが（宗教法
人法第１１条１項），同時に代表役員も損害を蒙った第三者に個人的に賠償しなくてはなりません（民法第７０９条）。宗教法人が第三
者に損害額を支払った場合には，代表役員は，宗教法人が第三者に支払った損害額を宗教法人に支払わなければなりません。代表役
員の不法行為が職務の範囲外であるときは，宗教法人は何ら責任を負いませんが，不法行為をした代表役員が個人的に第三者に損害
額を支払わなければなりません。この代表役員の不法行為に賛成した責任役員も代表役員と連帯して個人的に責任を負うことにな
ります（宗教法人法第１１条２項）。

 ②事務処理

家田 荘子（いえだ　しょうこ）   　作家・僧侶（高野山真言宗本山布教師）プロフィール
著書：『四国八十八ヵ所つなぎ遍路』『女性のための般若心経』『孤独という名の生き方』など136冊 

＜①②の権限行使にあたっての注意事項＞

＜代表役員の責任＞

＜代表役員の職務権限②＞
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